
 ※ これらの事故はいずれも ｢３等級ダウン事故｣ となります。

　補償対象になります。　　　　  2022年1月1日 以降

　　　　  2022年1月1日 以降 　補償対象になります。

 ※ 車両保険が ｢一般条件｣ でご契約の場合､ 上記の補償に加え ｢自損事故｣ ｢単独事故｣ が補償対象となっております。

今までの ｢車対車事故・限定危険特約｣ の補償

 ※ 交通乗用具事故とは､交通乗用具の運行に起因し､急激かつ外来の事故により身体に傷害を被った事故をいいます。

 ※ 交通乗用具とは､自動車､自転車､電車､航空機､船舶､ベビーカー､車いす､シニアカー､エスカレーター､動く歩道等をいいます。

盗  難 飛び石 火災・爆発 落書き

ベビーカーで転倒 シニアカーで転倒 車いすで転倒

車と車の事故

ｴｽｶﾚｰﾀｰ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰで転倒

自然災害

自転車運転中の自動車事故

自転車で転倒 バス・電車で転倒

歩行中の自動車事故

人身傷害車外危険特約の対象の事故が ｢自動車事故｣ から ｢※交通乗用具事故｣ へ拡大されます。

01 『人身傷害車外危険特約』 の補償が拡大 ！

今までの ｢人身傷害車外危険特約｣ の補償

｢あて逃げ｣ ｢動物との接触｣ ｢自分が所有する他の車との接触｣ が補償対象になります。

02 車両保険 『車対車事故・限定危険特約』 の補償が拡大 !

当て逃げ 動物との接触 自分が所有する他の車との接触

自分の車を運転中の事故 他の自動車に搭乗中の事故

今回のアドバンス通信は、2022年 １月 １日以降に自動車保険を更新いただくお客さまへ

｢2022年1月自動車保険改定｣で特に重要な改定ポイントを２つ紹介させていただきます。

一つは 『人身傷害車外事故特約』の補償拡大と、もう一つが車両保険の 『車対車事故

・限定危険特約』 の補償拡大です。

いままで対象とならなかった以下のような事故が補償対象となりますので、お客さまやご家族

がそのような事故に遭われたときは アドバンスの担当者までご連絡ください。


